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１ 私は原告の西澤伸明と申します。甲良町議会議員をしています。 
同和対策事業を進める法的根拠となった地対財特法などが全て終了し、私たち

町民は、同和行政が終了し、歪みや不公平は正されるものと期待していました。 
ところが、残念なことに甲良町では、一部住民による違法・不当な行為に対し

て行政が厳正に対処しないだけではなく、むしろ容認すらしている問題点が次々

と明るみになってきました。 
 例えば、町の上水道に別のパイプをつけるなどして、メータが回らないように

して勝手ほうだいに水道水を盗む事件が発覚しても、（山本前）町長は、被害届

けも出さず、損害額も請求せず弱腰の姿勢が問題になりました。また、公共事業

予定地が部落解放同盟幹部の家族名義で先に買い取ってあり、町は、元の地主か

ら購入した額の数倍もの額で買い取る契約をしましたが、私たちの運動などでや

めさせることができました。そして、固定資産税を課税してはならない土地に、

まちがって課税されていたことが数多く発覚しました。 
 この固定資産税の課税間違いというのは、町が町民から買収した土地の固定資

産税を元地主の町民に長年にわたり払わせていたというものです。民間の売買で

はなく、町が自ら買った土地の固定資産税を町民に課税し続けていたとういのは

いかにも、役場内の事務連絡がルーズになっている象徴であり、残念に思ってい

ました。 
２ これがきっかけで他にも課税ミスや課税漏れがあるのではないかと思って調

べていくうちに、町有地であるのに１ヶ所は庭石が置いてあり、もう１ヶ所は駐

車場になっている土地を発見したのです。そうして、次第にわかってきました。 
私は当初、その土地が公然と使われているものですから、契約も代金もすでに

済んでいると思い、町議会で「町民に払い下げたのに固定資産税を課税していな

いのではないか」と質問しました。すると担当課長は、所有権移転登記が遅れて

いるために固定資産税の課税もれがあったとだけ答えました。当時私が、分譲用

宅地が放置されたまま、不法占拠されているということに気づいていないので、

問題点を隠し通そうとしたと思われます。 
しかし、本当は契約もしていないし、代金はおろか、手付金なども全く受領し

ていなかったのです。しかも後日分ったことには、当時、そのような土地は他に

もあり、この 2 ヶ所を含め、12 ヶ所にも及んでいたのです。これらがその一部
です。【不法占有状態の写真を示す】 



 その後、うわさや町監査委員の指摘を頼りに登記簿を調べたり、２００３年３

月に施行された情報公開条例などを活用して調べてゆくうちに、分譲用宅地が多

数売れ残り、その内の多くのところで土地代金を徴収しないまま住宅がすでに建

てられていたり、車庫や資材置き場・庭石が勝手に設置されていることがわかっ

てきました。自由勝手に使われているにもかかわらず、町長は、代金請求もせず、

手付金すら受領していない、売買契約書も交わしていない、立退き通知もしない

で、長年にわたって放置していることが少しずつ明らかになってきました。 
３ 住民訴訟で、ぜひとも解決していただきたいと考えた理由は次の通りです。 
①不法占有状態が長年ほったらかしにされてきたことです。担当課長の議会答弁

によれば、古いもので、20年近くにもなります。 
②長年放置してきたことによって、町民の税金で購入され、造成された土地が時

効取得される危険さえ迫っていることです。そうなれば、町の損害は大変なもの

となってしまいます。 
③土地代金も払わずに自由勝手に使っている人の中には、町と解放同盟が深く関

与する同和対策事業関連団体の会長を長年務めた人をはじめ、運動団体の役員の

身内がおられます。町行政が運動団体の言いなりになっている様子が色濃くあら

われています。 
④あまりにも多くの分譲用宅地が売れ残っていることです。しかも、その土地の

多くは一等地や、まとまった面積のものがほとんどです。 
となりの豊郷町では、次のようだと聞いています。同和対策事業における残地

は、三角地など面積や位置が中途半端なものがほとんどでしたが、地対財特法が

失効する以前に全てを売り切っているとのことです。払い下げに当たっては、公

開で購入希望者を募り、抽選でしたが、残地の隣の所有者には優先して分譲する

という合理性の感じられるやり方がとられたとのことです。 
４ 本来ならば裁判を起さずに解決することを望んでいました。町民の財産である

多くの土地を、こんなにも長年放置してきた山本前町長の責任を法廷の場で裁い

ていただき、損害を回復するために住民訴訟を起こすことを決意しました。 
不公平・乱脈な同和行政を克服すること、また、それを通じて、同じ町民とし

て融合・交流でき、安心して住み続けることができるまちを蘇らせることは、甲

良町民の長年の願いであります。この訴訟を通じて、少しでもこのことに役に立

てばと考えました。どうか厳正な裁判が行なわれますよう希望しています。 
最後に、この場をお借りして、町当局が私たちの意をくんで解決に向かわれる

ことを望み、陳述を終わります。 


